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　当社は、住宅リフォーム業を営む資本金500万円の法人です。創業以来７年、地元において着実に事

業を継続してきました。おかげさまで、前々期には完成工事高も消費税抜きで5,000万円を超え、当期

から消費税納付額の計算方法は簡易課税方式から一般課税方式になります。

　ところで、住宅リフォーム工事においては、建築関係の様々な職種が必要で、その中でも腕の良い職

人は欠かせません。彼らの中には、個人で大工、建装、塗装や電気工事などを請け負う者もあり、消費

税の免税事業者に該当する業者も多々います。

　当社から彼らのような免税事業者へ支払う外注費等は、消費税の仕入税額控除の対象となるのでしょ

うか。

　原則的には、すべての財・サービスの取引価額には８％の消費税が含まれている。売上等により預か
った消費税から仕入れ等により支払った消費税を差し引きして納税するのは事業者の義務で、現行法で
は、消費税納付額の計算は以下のようになる（税込経理を前提）。
　　① 課税売上額（×100/108、千円未満切捨）×6.3％　－　課税仕入額×6.3/108　＝国税分
　　② ①相当額（つまり、6.3％相当）　×　1.7／6.3　＝　地方税分（つまり、1.7％相当）
　　③ 合計納付額　＝　①　＋　②（合わせて、８％相当）
　以上、三段階をへて事業者の税率８％相当の消費税納付額を計算することになっている。これらをご
くごく単純化すると、（課税売上額　－　課税仕入額）×税率（８/108）と一本の計算式にまとめるこ
とができる。つまり、課税売上額と課税仕入額の差の大小が消費税納付額の多少を決めるので、課税仕
入額＝課税仕入れ等に係る消費税額にあてはまる課税仕入れ等とはどういうものなのかということが重
要になってくる。
　課税仕入れ等とは、原材料・商品などの仕入や外注費はもちろんの事、機械や車両等の事業用固定資
産の購入・賃借、事務用品費や運賃など事業のための財・サービスの購入をすべて含み、人件費や借入
金利子など付加価値相当分は含まない。従って、課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、事
業のための購入であれば、仕入・外注等の相手先が免税事業者や消費者の場合でも課税仕入れ等に該当
する（消費税法基本通達11－1－３）。すなわち、設例の場合、仕入税額控除の対象になる。
　しかしながら、平成28年度税制改正により平成31年10月からの消費税率10％へのアップと同時に
軽減税率制度（食料品と一部新聞を税率８％に据え置く。）の導入が決まり、これに伴い、平成35年
10月から『適格請求書等保存方式』が採用されることになった。『適格請求書等保存方式』とは、適格
請求書等（正確な適用税率や消費税額等を記載した請求書等）の保存が無い場合、または、適格請求書
等を発行できない事業者からの仕入れ等については、仕入税額控除の計算対象にしないという制度であ
る。平成35年９月まではこれまで通りであるが、この制度により免税事業者及び消費者からの仕入等は
仕入税額控除の対象から段階的にはずされ（仕入税額のうち平成38年９月まで80％、平成41年９月ま
で60％）、平成41年10月からは全く認められないことになる。大変な事態であり、適格請求書等を発
行できない免税事業者のままでいることは、市場取引そのものから排除される可能性を否定できない。
　この適格請求書等を発行するためには、課税事業者が納税地の所轄税務署長に申請し、登録を受ける
必要がある。従って、免税事業者は、まず課税事業者になることを選択し、その上で登録を受けること
により適格請求書等を発行できることになる。取引相手にもよるが、来年以降、早い段階で選択を迫ら
れることになるだろう。
　税率３％で導入された消費税は、取引に対する中立性と国民に広く薄く負担を求めるということで始
まった。が、しかし、税率も10％になると『薄く』ではないので、軽減税率の導入が決まる。果たし
て、取引に対する中立性は維持できるのだろうか。

赤字決算により生じた欠損金の取り扱い免税事業者へ支払う外注費等の仕入税額控除の是非。

越　智　　浩税理士・CFPＲ

消費税免税事業者の行き末…
　　　　　　　　　厳しい選択！

越　智　　浩税理士・CFPＲ

平成35年９月30日までは控除対象、同年10月１日から
段階的に縮小・対象外。
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〒212-0013  川崎市幸区堀川町580番地ソリッドスクエア東館４Ｆ

電　話：044－520－1831　ＦＡＸ：044－520－1830

試合開催予定

　川崎ブレイブサンダースは、プロバスケットボールＢリーグ１部に所属するプロバスケットボールク

ラブ。2018年７月よりDeNAグループが運営しています。

　前身の東芝バスケットボール部時代を含めると、リーグ優勝４回、天皇杯優勝３回。1950年に東芝

小向事業所同好会として活動を開始し、川崎で68年の歴史を持つ伝統のあるチームです。

　また、競技だけでなく、バスケットボールにかかわる活動を通じて川崎の街と子どもたちを元気にす

る活動“KAWASAKI HEART”Actionを、川崎市の協力を得て実施。選手が小学校を訪問する「ふ

れあいスポーツ教室」やスクール運営などを行い、地域の子どもたちの健康と健全な成長に寄与するこ

とを目指しています。

　今季こそ悲願のＢリーグでの優勝を成し遂げたいと思っております。ホームアリーナである「川崎市

とどろきアリーナ」でぜひ一度、応援、ご観戦をお願いいたします。

2019年

日付 対戦相手 開催場所 日付 対戦相手 開催場所

でぜひ一度、応援、ご観戦をお願いいたします。

日付 対戦相手 開催場所

間違い探しの答：①帽子柄（男性）　②右足首裾の長さ（男性）　③山の柄（▲マーク）　④キノコの大きさ　⑤襟首（女性）　⑥腰付近の裾（女性）　⑦カエデの向き
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神 奈 川 県 内 に お け る 平成30年９月版

振り込め詐欺発生状況等について 神奈川県警察本部
生活安全総務課

１ 振 り 込 め 詐 欺 認 知 状 況

２ 情 報 掲 示 板

以前、法務省や民事訴訟管理センターなどを装い、契約不履行や料金未納によって、訴

訟が行われるとの内容の葉書が届く手口を紹介させていただきましたが、現在、封書によ

る同様の手口が認知されています。

『重要』と朱印が押された封筒を開けると、『総合消費料金に関する訴訟最終告知のお

知らせ』と題するA４の用紙が入っており、具体的な会社名は書かず、「貴方の利用されて

いた契約会社、ないし運営会社側から契約不履行による民事訴訟が提出された」などと書

かれていて、「取り下げ等のお問合せ窓口」として『国民訴訟通達センター』『国民訴訟お

客様管理センター』などに電話させ、「弁護士の紹介」や「裁判回避のための費用」など

と言って、現金を支払うよう要求したり、コンビニエンスストア等で電子マネーの購入を

指示され、コンビニ決済で代金を支払わせる手口となります。

【封筒の表面（裏面は記載なし）】
【通 知 書】

３ 神 奈 川 県 警 察 か ら の お 知 ら せ
県警では、振り込め詐欺をはじめとする特殊詐欺の撲滅に向け、下記の期間を「特殊詐

欺撲滅対策推進強化期間」として、検挙・抑止活動をさらに強化します。

関係機関・団体の皆様におかれましても、オレオレ詐欺の６割以上を占める「キャッシ

ュカード手交型」の手口をはじめとした各種手口に対する注意喚起・広報啓発活動などに、

御協力をお願いします。

○ 準備期間 平成30年９月18日（火）から同月30日（日）までの間

○ 実施期間 平成30年10月１日（月）から同月31日（水）までの間

件数 被害総額 件数 被害総額

1,702 約37億1,600万円 +328 ＋約3億1,300万円

1,283 約24億7,300万円 +371 ＋約3億1,500万円
警察官等をかたるキャッシュカード手交 789 約10億5,000万円 +471 ＋約5億9,000万円

188 約9億4,000万円 +13 －約8,200万円

14 約2,800万円 +1 ＋約1,300万円

217 約2億7,500万円 -57 －約9,700万円

平成30年８月末 前年同期比

振り込め詐欺

オレオレ詐欺

架空請求詐欺

融資保証金詐欺

還付金等詐欺
※　被害額はキャッシュカード手交手口によるATMにおける払出（窃取）額を加えた実質的な被害額
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